
令和４年度 第５５回兵庫県中学校新人バレーボール大会

コロナウィルス感染症対策
  

大会参加について

(1) 以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること（大会当日に書面で確認を行う）。

ア 体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）

イ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

ウ 過去14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者と

の濃厚接触がある場合

（2） 参加加チーム代表者

① 各校顧問・引率者等は、大会当日の受付時、学校同行者体調記録表（別紙2）を本部に提出してください。

② 試合会場に入場する保護者については、来場者体調記録表（別紙３）を本部に提出してください。

③ 各校顧問・引率者等は、選手及び引率者等の 2 週間分の体調を記録した体調記録表（別紙５）の記録をし、健康管理

を徹底してください。（別紙５は各学校保管）

④ 各校顧問・引率者等は、大会に参加する選手及び保護者に対し、参加に当たっての注意事項等を事前に説明し、同

意書（別紙４）を提出させ校長に提出してください。その際、大会申込期日までに定期健康診断の実施が行われてい

ない学校の生徒については、各自で健康診断を受診するなど保護者の責任のもと健康上問題がないことを確認した

うえで参加させてください。（別紙４は各学校保管）

⑤ 各校顧問・引率者等は、集合時から解散時まで、こまめに選手の体調不良の有無を確認し、選手の健康観察を徹底

してください。

⑥ 各校顧問・引率者等は、大会中に選手等の体調不良を確認した場合、速やかに大会本部もしくは大会役員への報告

を行うとともに、大会救護係や医療機関及び保護者等と連携し、当該選手の体調を観察するとともに、安全に帰宅さ

せるなどの対策を講じてください。

競技中の注意事項

(1) 開会式は行わない

(2) コイントス時や試合開始・終了時の握手は行わない。

(3) 試合前などの円陣や、ベンチでの集合時においてもできるだけ密集・接触を避ける。

(4) 競技中のハイタッチは行わない。

(5) 不必要な大声での発声等は控える（特にネット際など）。

(6) タオル、水ボトル、アイシングバッグなどの共用禁止 。

(7) ベンチではできるだけ１ｍ程度の距離をとる。

(8) ベンチではマスクを着用する。

(9) セット間に手指やボール消毒を行う。

（10） 試合終了後は必ず手洗いを行う。

(1１) 補助役員は必ずマスクを着用する。

(1２) 審判員の笛（私物）についても、唾液の付いた状態での放置を避ける。

(1３) 試合間はカーテン・窓を開けて換気を行う。

(14) 試合間にベンチの消毒を行う。



応援について

(1) 他の参加者とソーシャルディスタンスを確保し必ずマスクを着用する。

(2) 声を出しての応援をしない。

(３) 各チーム最大24 名までとする。ただし、感染拡大状況によっては縮小又は無観客となる場合がある。

注意事項

(１) マスクの持参、こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒の実施。

(2) 他の参加者、主催者スタッフ等との距離を確保すること（障がいのある方の誘導や介助を行う場合を除く）。

(3) ごみは必ず持ち帰る（ごみを拾った場合に感染する危険性があるため）。

(4) 感染拡大防止のために主催者が決めたその他の措置を遵守し、主催者の指示に従うこと。

(5) 大会終了後２週間以内に新型コロナウィルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やかに濃厚接触者の有無等

について報告すること。

（６） 事前に、選手、引率者がマスク等を準備し、大会中は、競技等実施時及び食事中などを除いて、基本的にマスク等を着

用し、咳エチケットを徹底する。

（７） マスク等を着用して運動を行う場合には、低酸素症や熱中症などのリスクが高まるため、引率者等は、会場の気温や湿

度に注意しながら、選手の健康観察を行うとともに、こまめに給水をさせる。その際、スポーツドリンク等の飲み回しは

させない。

（８） 引率者等は、集合時から解散時まで、こまめに手洗い・手指消毒を行うよう選手に指導する。

（９） 参加者がマイタオルを持参するよう指導する。

（10）引率者等は、チームで移動する際、バス等の車内が密閉空間にならないよう、運転手と連携し定期的に換気したり、１台

に乗車する人数を減らしたりするなど工夫する。

（11）引率者等は、参加者が更衣室、休憩・待機スペース等を利用したり、食事をしたりする際、間隔をとり、対面を避け、会話

を控えること、また短時間ですませる等指導し徹底させる。

（１２）選手の体調不良や救急搬送等の事態が発生した場合、保護者の同意や意向聴取等が求められることが想定されるた

め、引率者や学校等と保護者が、速やかに連絡がとれる体制を構築しておいてください。


